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◎開会及び開議の宣告 

 

〇議長（小笠原義弘君） ただいまの出席議員数は20人でございます。定足数に達しております

ので、これより第15回南部町議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

（午前10時07分） 

                                           

 

◎議会運営委員会委員長の報告 

 

〇議長（小笠原義弘君） ここで議会運営委員長から、本定例会の運営について運営委員会の報

告を求めます。議会運営委員長。 

（議会運営委員会委員長 東寿一君 登壇） 

 

〇議会運営委員会委員長（東寿一君） おはようございます。 

 議会運営委員会の報告を申し上げます。去る２月26日開催いたしました議会運営委員会におき

まして、第15回南部町議会定例会の運営について協議いたしました。決定事項をご報告いたしま

す。 

 本定例会に予定されました付議事件は、町長提出議案、専決処分報告１件、平成20年度各会計

予算21件、条例の制定等21件、平成19年度補正予算11件でございます。なお、平成20年度各会計

予算につきましては、予算特別委員会を設置し、付託して審議することにいたしました。そのほ

か案件といたしましては、常任委員会報告、閉会中の継続調査の件がございます。一般質問は10名

の議員から通告がありました。その内容はお手元に配付しております一般質問通告一覧表、その

とおりでございます。 

 以上のことを踏まえて、本定例会の会期は本日３月４日から14日までの11日間といたしまし

た。 

 以上のとおり決定いたしましたので、長期間にわたる本定例会でございますので、理事者並び
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に議員各位のご協力をよろしくお願い申し上げまして、議会運営委員会の報告を終わらせていた

だきます。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 議会運営委員長の報告が終わりました。 

                                           

 

◎会議録署名議員の指名 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第１、 

（「議長」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 立花さん。 

 

〇12番（立花寛子君） 議長並びに議会運営委員長に要望いたします。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 立花さん、ちょっと待ってください。いまは報告事項ですので、いま

の発言は認めません。ご了承願いたいと思います。 

 日程第１、会議録署名議員を指名いたします。 

 会議録署名議員は、会議規則第119条の規定により、議長において９番佐々木勝見君、10番工

藤幸子君を指名いたします。 

                                           

 

◎会期の決定 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、議会運営委員会の報告のとおり本日３月４日から３月

14日までにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 
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 よって、会期は、３月４日から３月14日までの11日間に決定いたしました。 

 お諮りいたします。ただいま決定されました11日間の会期中、３月８日、９日は休日のため、

５日、11日は議案熟考のため、休会としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 

 よって、ただいまの４日間は休会とすることに決定いたしました。 

                                           

 

◎諸般の報告 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第３、諸般の報告をいたします。 

 諸般の報告につきましては、お手元に配付のとおりでありますので朗読は省略いたします。 

 なお、監査委員より、平成19年度随時監査の結果について報告がありましたので、その写しを

あわせて配付しております。 

 今期定例会の上程は町長提出議案53件、報告１件、常任委員会報告及び閉会中の継続調査の件

でございます。日程により、それぞれ議題といたします。 

                                           

 

◎提出議案提案理由の説明 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第４、町長提出議案提案理由の説明を求めます。町長の登壇を求

めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、議会定例会の開会に当たりまして、ごあいさつと提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 本日招集の平成20年第15回南部町議会定例会を開会するに当たり、議員各位には、年度末のな

にかとご多忙のところご出席をいただきまして、厚くお礼申し上げます。 

 提案理由の前に、先般、全国町村議会議長会表彰を受賞されました佐々木由治議員、並びに青
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森県町村議会議長会表彰を受賞されました川守田稔議員、馬場又彦議員には心よりお祝いを申し

上げます。長年にわたり、町政発展のために、議会活動にご尽力をいただいておりますことに、

衷心より感謝と敬意を表したいと存じます。今後とも南部町発展のためにご指導、ご支援を賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。 

 先の臨時議会において議決賜りました福祉、教育灯油の助成状況につきましては、２月25日現

在で福祉灯油は1,117世帯、教育灯油は233世帯に灯油購入券を発行いたしました。例年になく１

月も寒さが厳しく早急な対応をすべく趣旨をご理解いただき、臨時議会において速やかなる審議、

議決をいただきましたことに、改めましてお礼を申し上げる次第であります。 

 さて、昨今、食品の偽装問題、新年に入り輸入食品の安全問題などが社会問題化しており、さ

らには国際問題にもつながりかねない状況であります。我が国の食料自給率はますます下がりつ

つあり、私たちの食卓は輸入食品であふれております。価格は高くても、安全で安心な品質の高

い国内産を求める消費者が増えている傾向にあります。食は命を育むものであり、農業を基幹産

業とする南部町においても、この安全な食品の生産という基本姿勢を第一とし、町農業の振興に

さらに取り組んでまいりたいと考えております。 

 先般、全国町村会で発行している広報紙に「百姓の魂を呼び起こせ」という論説が掲載されて

おりました。「百姓は生活者として万能の百の技を持っていることが誇りだったはずである。町

の職人はそれが専門化したものだ。自然を相手に、その地に一番ふさわしい固有のものを作り出

してこそ村や町は誇れる」また「地域づくりの成功例は、地域の暮らしの延長上にあり、それが

料理であれ、古い民家であれ、その地域の暮らしの枠であれば必ず人を引きつける。地元で当た

り前だと思っているものの中に先人達の知恵が結晶しているからだ」という内容でありました。

農業観光、グリーン・ツーリズム事業、達者村事業などは地域間交流を拡大し、農業の振興、そ

して町の発展にもつなげたいと事業を推進しておりますが、これらの事業は、私たちのこれまで

の暮らしの延長上にあるものであります。改めて自分の仕事を見つめ直し、住んでいる地域を知

り、人を知るということであります。農業を基幹産業とした三つの旧町村は誇れる産物があり、

先人から引き継がれてきた誇れる文化があります。合併したことにより百の技を持った町民の皆

さんがいっぱい増えたと思っております。 

 合併３年目を迎え、旧町村の枠を超え多くの町民の皆さんにまちづくりに参画していただき協

働によるまちづくりによって、少しでも早く町の一体感の醸成につなげてまいりたいと考えてお

りますので、時間は要するとは思いますが、議員各位の一層のご理解とさらなるご支援、ご協力

をお願い申し上げる次第であります。 
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 それでは、本定例会に提出いたしました案件でありますが、専決処分報告１件、平成20年度一

般会計初め各特別会計当初予算案21件、条例の制定の案件が18件、規約の変更等が３件、平成19年

度補正予算案11件の合わせて54件であります。順にご説明を申し上げご審議の参考に供したいと

存じます。 

 まず、報告第１号、専決処分報告、福田地区農業集落排水事業の福田地区処理施設機械電気設

備工事の変更契約についてでありますが、設計指針の改訂によって、汚泥の処理方法が変更にな

ったため、処理施設のばっ気槽に装置を追加する必要が生じため変更契約を行いこれを専決処分

したものであります。 

 次に、議案第２号からの平成20年度南部町一般会計予算ほか各特別会計の予算編成についてで

ありますが、一般会計につきましては給食センター建設工事を計上いたしましたので、前年度に

比べ6.6％の増加となりましたが、財政状況は年々厳しさを増してきているものと強く懸念してお

り、行政全般にわたる改革を視野に入れ、前例踏襲的な考え方を払拭して、行財政の簡素効率化、

歳出の抑制を徹底したものとしております。 

 それでは、提案いたしました平成20年度当初予算について、それぞれの概要をご説明申し上げ

ます。 

 まず、議案第２号、平成20年度南部町一般会計予算の歳入歳出の総額は歳入歳出それぞれ102億

4,000万円で、前年度に比べ６億3,000万円の増、率にして6.6％の増となりました。 

 まず、第１款町税でありますが、町民税は税率が上がったことなどにより、5,050万3,000円ふ

えたのに対し、固定資産税、たばこ税などが減額となり、全体としては1.1％増の1,640万5,000円

増の14億8,875万9,000円となりました。 

 次に、第２款の地方譲与税につきましては、町民税への税源移譲により昨年度から所得譲与税

が廃止になったことに伴い、地方財政計画により542万5,000円減の１億7,426万3,000円となりま

した。 

 次に、第３款から第８款までの各種の交付金についてでありますが、地方特例交付金は250万

円増の900万円を見込みましたが、そのほかの交付金については、平成19年度の当初予算と同額

程度、または減額で見込まざるを得ない状況となっております。 

 次に、第９款地方交付税でありますが、平成19年度当初比では１億1,790万1,000円の増となっ

ておりますが、平成19年度交付決定額より2.5％減を見込んで47億4,000万円を計上いたしました。 

 次に、第11款分担金及び負担金でありますが、保育所保護者負担金など9,792万1,000円を計上

いたしました。 



  

 - 8 - 

 次に、第12款使用料及び手数料でありますが、あかね及び東あかね団地の排水施設使用料ほか

町営住宅、幼稚園などの使用料が主もので１億824万5,000円を計上いたしました。 

 次に、第13款国庫支出金でありますが、第２苫米地駅前団地住宅整備に係る補助金4,502万6,000 

円ほか、地方道路整備臨時交付金3,850万円、史跡聖寿寺館跡公有化事業の補助金として1,788万

4,000円、学校給食施設設備事業交付金6,000万円、合併市町村補助金2,800万円など４億3,086万

3,000円を計上いたしました。 

 次に、第14款県支出金でありますが、市町村合併支援特別交付金や市町村発・元気なあおもり

づくり支援事業費などの総務費補助金に9,785万9,000円、児童環境づくり基盤整備事業補助金、

乳幼児はつらつ育成事業などの児童福祉費補助金4,055万8,000円、中山間地域直接支払事業やお

いしい果実産地振興事業などの農業費補助金に3,548万5,000円、森林整備地域活動支援を行う林

業費補助金445万円、農業集落排水促進事業補助金275万円、公共下水道緊急対策事業補助金527万

5,000円、保険基盤安定事業負担金7,575万円、後期高齢者保険基盤安定事業負担金5,073万円、畑

地帯総合整備事業委託金398万4,000円など合わせて５億2,490万円を計上いたしました。 

 次に、第15款財産収入でありますが、土地、建物の貸し付け及び宅地分譲の売り払い収入など、

7,239万円を計上いたしました。 

 次に、第17款繰入金でありますが、特別会計からの繰り入れのほか、財政調整基金１億1,339万

4,000円、減債基金、地域福祉基金、下水道事業債償還基金など合わせて３億6,485万8,000円を繰

り入れるものとし、前年度に比べ１億223万7,000円の抑制を図りました。 

 次に、第19款諸収入でありますが、主なものは一部事務組合からの交付税再配分として8,948万

円、原子燃料サイクル事業推進特別対策事業に7,420万円、バーデハウスやアイスアリーナの修

繕に充てる電源立地地域対策交付金2,000万円や多目的バスの旅客収入1,032万1,000円など２億

8,556万6,000円の計上であります。 

 次に、第20款町債でありますが、臨時財政対策債３億6,650万円などのほか、給食センター建設

工事に充てる合併特例債、農業施設整備事業及び道路橋梁整備事業債、公営住宅整備事業債、ふ

るさと運動公園整備のための社会体育施設整備事業債など、前年度に比べ５億6,510万円増の15 

億8,680万円を計上いたしました。 

 以上が、歳入の主なものでありますが、続いて歳出についてご説明申し上げます。 

 まず、第１款議会費でありますが、前年度比4,137万5,000円減の１億1,184万9,000円を計上し

ております。 

 次に、第２款総務費でありますが、国との情報連携を行っているエルジーワンシステムの更新
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事業に555万1,000円、広報印刷費に492万4,000円、10月12日開催のＮＨＫのど自慢の経費として

324万9,000円、コミュニティ推進事業に550万円、各町内設置の防犯灯電気料等の経費に810万円、

４月から運行路線を拡充する多目的バス運行費に8,539万2,000円、営業路線が延長されることに

伴い青い森鉄道の増資分として1,580万円、情報化推進費に2,309万8,000円、地域振興基金積立金

として１億7,438万4,000円、路線価を統一するための固定資産土地評価替事業や税システム改修

などに6,110万5,000円を計上いたしました。 

 次に、第３款民生費でありますが、高齢者等外出支援サービス事業や食の自立支援事業、高齢

者温泉保養館利用助成などを実施する老人福祉費に３億4,426万円、老人福祉センターの施設管理

委託費に690万2,000円、障害者福祉費に３億2,817万9,000円、児童手当など児童福祉総務費に１

億6,879万5,000円、保育所費に３億3,508万5,000円、学童保育費に2,715万7,000円を計上したほ

か、国民健康保険特別会計や後期高齢者医療特別会計など関連する特別会計への繰出金も計上い

たしております。 

 次に、第４款衛生費でありますが、ぼたんの里、ゆとりあなどの施設管理業務費に998万6,000円、

予防接種などを行う予防費に2,764万円、母子保健費に1,300万9,000円、名川病院への負担金とし

て１億1,943万円、がん検診などを行う健康対策費に3,985万4,000円、塵芥及び環境整備事務組

合への負担金や、新たに町汚水処理計画書策定などを行う清掃費に５億2,959万6,000円を計上し

たほか、八戸圏域水道企業団出資金に4,067万4,000円を計上いたしました。 

 次に、第５款労働費でありますが、高等職業訓練校の指定管理委託料など66万円の計上となっ

ております。 

 次に、第６款農林水産業費でありますが、昨年度から実施しております農用地利用計画を作成

する農業振興地域整備計画費に642万6,000円、新規就農者支援事業に444万円、中山間地域直接支

払交付金に2,444万9,000円、農地や水を守る共同事業や環境にやさしい農業活動を地域ぐるみで

取り組む農地・水・環境保全向上対策交付金に772万1,000円、さくらんぼの雨除けハウス整備な

ど果樹振興支援事業を行う果樹振興費に1,460万5,000円、福地ホワイト六片種の耕地面積の拡大

を図るためにんにく種子購入助成費や野菜定植機械を導入するあおもり園芸産地育成総合整備事

業、「冬の農業」産地拡大整備事業などを盛り込んだ畑作振興費に1,020万9,000円、農業観光振

興費に244万8,000円、達者村モデル事業費に835万9,000円、産地直売施設ジャックドセンターの

改修工事などを行う農業施設費に1,484万9,000円、農村振興施策の基本方針を定める農村振興基

本計画策定業務、沖田面沖中地区用排水路改良工事や青森県営畑地帯総合整備事業などを行う農

村整備費に3,770万3,000円などのほか、農業集落排水事業特別会計への繰出金１億7,432万5,000 



  

 - 10 - 

円、森林整備地域活動支援事業などの林業費に1,176万9,000円を計上いたしました。 

 次に、第７款商工費でありますが、南部町商工会補助金850万円、フルーツバスの運行や町内各

まつりの開催、三戸駅前地区の街灯整備などを行う観光費に4,930万4,000円、ぼたん園、チェリ

リン村などの管理運営費、バーデハウスの改修工事、霊屋駐車場のトイレ水洗化工事を行う観光

施設費に8,816万4,000円を追加したほか、農林漁業体験実習館特別会計、町営地方卸売市場特別

会計への繰出金を計上いたしました。 

 次に、第８款土木費でありますが、町道維持補修費として6,827万3,000円、新設改良費は一部

新規路線も含まれておりますが継続事業を最優先として１億2,167万3,000円、公園管理費に1,179 

万6,000円、公共下水道事業特別会計への繰出金2,619万8,000円、ひろば台団地の整備として旧名

久井第一中学校の取り壊し、第２苫米地駅前団地整備として新たに４棟８戸を建設する住宅費に

１億8,668万4,000円を計上いたしました。 

 次に、第９款消防費でありますが、常備消防費に３億2,342万3,000円、消防ポンプ自動車の更

新、消防屯所の整備などを行う非常備消防費に１億1,954万円、地域の自主防災組織の育成などを

推進する防災費に1,496万5,000円を計上いたしました。 

 次に、第10款教育費でありますが、中学校海外研修費に1,483万2,000円、特色ある学校経営事

業として353万1,000円、クラブ活動の活性化を目的にクラブ活動推進事業に150万円、小学校国

内交流事業に197万7,000円、向小学校の体育館耐震化、西棟校舎の解体工事など小学校費に１億

4,431万円、中学校費に8,143万2,000円、幼稚園費に7,016万3,000円などを計上いたしました。 

 このほか、史跡聖寿寺館跡公有化事業、平良ヶ崎城跡発掘調査事業等を実施する文化財保護費

に2,914万1,000円、名川中に隣接するふるさと運動公園整備費に１億7,350万円、平成20年度から

建設工事に着手する給食センター整備費に７億2,819万2,000円などを計上いたしました。 

 次に、第12款公債費でありますが、地方債の元利償還金等に前年度比8,158万6,000円増の21億

1,212万円の計上となりました。 

 以上が、平成20年度南部町一般会計予算の歳入歳出についての概要であります。 

 次に、平成20年度南部町学校給食センター特別会計予算から平成20年度大平財産区特別会計予

算までの各特別会計予算20件の概要についてご説明申し上げます。 

 まず、議案第３号、平成20年度南部町学校給食センター特別会計予算については、歳入歳出そ

れぞれ２億2,104万9,000円となっており、歳入としては、給食費負担金、一般会計繰入金、歳出

の主なものは、給食費及び管理費などとなっております。 

 次に、議案第４号、平成20年度南部町農林漁業体験実習館事業特別会計予算については、歳入
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歳出それぞれ7,219万6,000円となっており、歳入としましては、使用料、物品売払収入、歳出は

管理運営費が主なものであります。 

 次に、議案第５号、平成20年度南部町ボートピア交付金事業特別会計予算については、歳入歳

出それぞれ580万1,000円となっており、歳入としては、ボートピア交付金580万円、歳出は町道清

掃、側溝環境維持などに390万1,000円、地域の環境整備などを推進する町内、団体に事業の一部

として30万円を助成する町づくり事業に180万円を計上しております。 

 次に、議案第６号、平成20年度南部町国民健康保険特別会計予算については、歳入歳出それぞ

れ28億3,853万2,000円となっており、歳入としては、国保税が８億5,079万2,000円、国庫支出金

が９億9,821万4,000円、療養給付費交付金が１億1,897万3,000円、前期高齢者交付金１億3,236万

円、県支出金が１億7,444万1,000円、共同事業交付金３億2,882万2,000円、繰入金２億3,068万

7,000円などが主なもので、歳出としては、保険給付費17億3,493万7,000円、後期高齢者支援金３

億2,287万円、老人保健拠出金7,154万7,000円、介護納付金２億1,665万6,000円、共同事業拠出金

３億6,355万1,000円、保健事業費2,823万2,000円などが主なものであります。 

 次に、議案第７号、平成20年度南部町老人保健特別会計予算の歳入歳出予算は、後期高齢者医

療制度が開始されることに伴い、前年度比22億8,082万5,000円減の２億1,012万9,000円となりま

した。歳入といたしましては、支払基金交付金１億541万2,000円、国庫負担金6,961万1,000円、

県負担金1,740万3,000円、一般会計繰入金1,769万7,000円などで、歳出の主なものは、医療諸費

に２億982万7,000円となっております。 

 次に、議案第８号、平成20年度南部町介護保険特別会計予算については、歳入歳出それぞれ19億

9,178万7,000円となっており、歳入としては、介護保険料３億1,398万4,000円、国庫支出金４億

9,807万円、支払基金交付金５億9,624万4,000円、県支出金２億7,661万8,000円、繰入金２億8,621 

万8,000円が主なもので、歳出の主なものは、総務費に4,562万6,000円、保険給付費に19億277万

7,000円、総合相談や包括的支援を行う地域支援事業費に2,794万1,000円、財政安定化基金償還金

などの公債費に1,262万9,000円となっております。 

 次に、議案第９号、平成20年度南部町介護サービス事業特別会計予算については、歳入歳出そ

れぞれ1,371万3,000円となっており、歳入の主なものは、介護支援及び予防計画費などのサービ

ス収入で、総務管理費の歳出に充当されております。 

 次に、議案第10号、平成20年度南部町後期高齢者医療特別会計予算についてでありますが、こ

れまでは、75歳以上の方及び65歳から75歳未満で一定の障害等を有する方は国民健康保険や健康

保険組合、共済組合などの医療保険制度に加入しながら老人保健制度で医療を受けていましたが、
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４月からは後期高齢者医療制度に加入し医療を受けることになります。この後期高齢者医療制度

は、県内40市町村すべてが加入する青森県後期高齢者医療広域連合が保険者として運営にあたり

ます。 

 市町村といたしまては、保険料を徴収しこれを広域連合に納付する役割が定められており、会

計の内容はこれらが主なもので、平成20年度の歳入歳出予算は、それぞれ３億8,245万6,000円と

なっており、歳入としては、保険料が１億1,293万5,000円、保険基盤安定繰入金などの一般会計

繰入金２億6,329万1,000円などが主なもので、歳出の主なものは、総務管理費に574万6,000円、

後期高齢者医療広域連合納付金に３億7,639万9,000円となっております。 

 次に、議案第11号、平成20年度南部町国民健康保険名川病院事業会計予算については、１日の

平均患者数を入院64人、外来者193人と見込み、収益的収支として収入支出それぞれ10億2,900万

円を計上しております。資本的収支は、収入に8,687万5,000円を、支出に１億458万6,000円を計

上いたしました。 

 次に、議案第12号、平成20年度南部町公共下水道事業特別会計予算については、歳入歳出それ

ぞれ２億4,740万円とし、国庫補助金１億1,010万円、繰入金2,619万8,000円、町債１億1,110万円

を下水道建設費に充てるもので、南部地区の長野、下祭場地内に設置する処理場の整備費も計上

いたしました。 

 次に、議案第13号、平成20年度南部町農業集落排水事業特別会計予算については、歳入歳出そ

れぞれ２億6,437万4,000円となっており、歳入としては、受益者の分担金、使用料が1,959万7,000 

円、県補助金2,525万円、一般会計繰入金１億7,432万5,000円、町債4,520万円などが主なもので、

歳出は、施設の管理などを行う総務費に4,438万1,000円、名川地区の高瀬、上川原地内の管路整

備を行う施設建設費に8,227万8,000円、公債費に１億3,768万4,000円となっております。 

 次に、議案第14号、平成20年度南部町簡易水道事業特別会計予算については、歳入歳出それぞ

れ126万円となっており、歳入としては、使用料、一般会計からの繰入金、歳出は総務費が主なも

のとなっております。 

 次に、議案第15号、平成20年度南部町営地方卸売市場特別会計予算については、歳入歳出それ

ぞれ30億4,081万7,000円となっており、歳入歳出とも、事業勘定の受託金が主なものとなってお

ります。市場特別会計の９割以上を占める受託販売については、前年度と同額の28億円を見込ん

でおりますが、これまで以上に農家訪問を行い、市況などの情報提供に努め、出荷を促進して、

りんごについては高品質のものを高価格で取引できるようブランド化を確立し、販売額の増につ

なげてまいりたいと考えております。 
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 次に、議案第16号、平成20年度南部町工業団地造成事業特別会計予算については、歳入歳出そ

れぞれ10万6,000円となっております。 

 次に、議案第17号、平成20年度南部町介護老人保健施設特別会計予算については、歳入歳出そ

れぞれ３億8,964万2,000円となっており、歳入としては、介護給付費２億4,667万2,000円、入所

利用料等6,288万1,000円、施設使用料等401万7,000円、一般会計からの繰入金7,187万5,000円な

どで、歳出の主なものは、療養費に5,824万3,000円、管理費として２億6,899万1,000円、公債費

に6,238万円となっております。 

 次に、議案第18号から議案第22号までの平成20年度各財産区特別会計予算についてであります

が、それぞれの財産区の財産運用収入や繰越金などを主な財源とし、管理運営費に充てた予算と

なっております。 

 次に、議案第23号、南部町職員の自己啓発等休業に関する条例の制定についてでありますが、

地方公務員法の改正に伴い町職員が自己啓発のために大学等の履修または国際貢献のために、休

業するにあたっての期間などに関し必要な事項を定めるため、条例を制定するものであります。 

 次に、議案第24号、南部町承認企業立地計画に従って設置される施設に係る固定資産税の特別

措置に関する条例の制定についてでありますが、企業立地の促進等による地域における産業集積

の形成及び活性化に関する法律に基づく、青森県の計画であります県南・下北地域活性化計画が

国の同意を受け、対象地域に南部町が含まれていることから、この計画に従って設置される施設

に係る固定資産税の特別措置に関する条例の制定をするものであります。 

 次に、議案第25号、南部町後期高齢者医療に関する条例の制定についてでありますが、４月１

日から青森県後期高齢者医療制度が開始されることに伴い、町が行う事務や保険料の徴収等につ

いて必要な事項を定めるため、条例を制定するものであります。 

 次に、議案第26号、南部町街なみ公園条例の制定についてでありますが、街なみ環境整備事業

で五日市地区に整備したアルコープ公園、出会いの木公園の小公園２カ所を、南部町街なみ公園

として設置するため、条例を制定するものであります。 

 次に、議案第27号、南部町課設置条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、事

務の効率化を推進するため、重点分野の強化を図るとともに職員数の減少に応じた組織のスリム

化を図る観点から行政組織を改めるもので、「企画課」は名称変更し「企画調整課」に、「福祉

課」と「健康増進課」は課を統合し「健康福祉課」に、農林課の課内室でありました「グリーン

・ツーリズム推進室」は独立した課に昇格させ「農村交流推進課」にするほか、各庁舎に設置し

ていた総合サービス課は廃止し、管理部門は総務課に、窓口部門は住民生活課に所属させること
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といたしました。このたびの組織見直しは、事務調整機能の強化や保健・医療・福祉の連携、地

域間交流の推進など重点分野の強化を図るものでありますが、総合サービス課は廃止いたします

が、職員配置、業務内容は基本的には変わりませんので、窓口業務のサービスの低下にはつなが

らないものであり、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 次に、議案第28号、南部町職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、

自己啓発等休業を行う職員について、職員の定数に含めないこととするほか、町長部局の定数を

「335人」から「310人」に改めるものであります。 

 次に、議案第29号、南部町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

てでありますが、育児短時間勤務職員についても、災害等の臨時又は緊急の必要がある場合で公

務に著しい支障が生ずると認められる場合には、正規の勤務時間以外の時間においても勤務でき

るよう必要な事項を定めるため、条例を改正するものであります。 

 次に、議案第30号、南部町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであ

りますが、人事院勧告において行政職給料表の見直しが行われたことに伴い、給与構造改革の趣

旨を踏まえ町職員の行政職給料表の見直しを行い、条例を改正するものであります。 

 次に、議案第31号、南部町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてでありますが、勤務の特殊性が給与上特別の考慮を必要とする業務を見直し、特殊性が認め

られない勤務に対して手当を廃止するとともに、介護老人保健施設の医師に対しての支給対象を

追加したものです。 

 次に、議案第32号、南部町特別会計条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、

４月から新たに始まる後期高齢者医療制度の会計である南部町後期高齢者医療特別会計を加える

ため、条例を改正するものであります。 

 次に、議案第33号、南部町の消防団員の定員、任用、給与、服務等に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてでありますが、団員の減少傾向が続くなか、総務省消防庁が推進してい

る「機能別団員」として、元消防職員、消防団員を「災害支援団員」として設置するもので、火

災や大規模災害時において、豊富な経験、知識を生かし不足する消防力を補完し、地域防災力の

一層の強化を図るものであります。 

 次に、議案第34号、南部町乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例の制定についてであり

ますが、本条例に引用している学校教育法が改正され条項が移動したことに伴い、条例を改正す

るものであります。 

 次に、議案第35号、南部町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につい
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てでありますが、後期高齢者医療制度が開始されることに伴い、条例中の「老人保健法」の字句

をすべて「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正するほか、対象者の要件を追加するもので

あります。 

 次に、議案第36号、南部町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてであります

が、国民健康保険法が改正されたことに伴い、義務教育就学前の子どもの自己負担割合の改正、

出産育児一時金、葬祭費の支給規定の見直し、特定健康診査を実施することに伴い、条例の改正

を行うものであります。 

 次に、議案第37号、南部町国民健康保険名川病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてでありますが、老人保健法が改正されたことに伴い、条項中の「老人保健法」

を「高齢者の医療の確保に関する法律」に改めるものであります。 

 次に、議案第38号、南部町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、

介護保険料はこれまで従来の政令により緩和措置してきており、平成20年度からは通常の保険料

になる予定でしたが、平成20年度においても政令が改正され緩和措置が継続されることに伴い、

条例を改正するものであります。 

 次に、議案第39号、南部町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定についてで

ありますが、上名久井処理区の一部供用開始と福田地区の処理施設の完成に伴い供用開始となる

ことから、処理施設の名称位置及び処理区域を改めるため、条例を改正するものであります。 

 次に、議案第40号、南部町災害危険区域に関する条例の一部を改正する条例の制定についてで

ありますが、南部町の災害危険区域として定めている名川地区の基準高等の変更を行い、併せて

福地地区の苫米地、福田地内、南部地区の相内地内を新たに災害危険区域に指定するため、条例

を改正するものであります。 

 次に、議案第41号、青森県新産業都市建設事業団に委託すべき事業に関する計画の一部変更に

係る協議についてでありますが、設置団体の平成20年度の負担金が変更となることから、構成団

体と協議するため、地方自治法に基づき議会の議決を求めるものであります。 

 次に、議案第42号、八戸地域広域市町村圏事務組合規約の一部を変更する規約について及び議

案第43号、八戸地域広域ふるさと市町村圏基金に対する出資金に係る権利の一部放棄についてで

ありますが、消防本部の建設のため八戸地域広域ふるさと市町村圏基金を取り崩すことに伴い、

出資金を減額するため組合規約の一部変更すること及び出資金の権利の一部を放棄することにつ

いて、地方自治法の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 

 次に、議案第44号、平成19年度南部町一般会計補正予算（第５号）についてでありますが、今
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年度の事業が確定したことなどにより、歳入歳出とも４億3,001万9,000円を減額し、予算の総額

を96億7,936万円とするものであります。 

 歳出において追加補正した主なものは、総務費の地域交通対策費に多目的バスの運行委託や路

線バス維持補助金などに878万1,000円、民生費の老人保健特別会計繰出金に676万円、介護老人保

健施設特別会計への繰出金821万5,000円、商工費では、農林漁業体験実習館特別会計繰出金300万

円、凍結防止剤の増加により土木費道路橋梁維持費に315万7,000円、消防団の出動回数が当初見

込よりふえたことにより、非常備消防費の費用弁償に265万5,000円、来年の冬季国体の会場とな

るふくちアイスアリーナの電光掲示板改修工事費に1,257万2,000円を追加計上いたしました。 

 このほか歳出の減額補正につきましては、事業が確定したことに伴い退職手当組合の負担金や

特別会計への繰出金などを減額計上したものであります。 

 これに充当する財源として、町税が840万円、普通地方交付税が１億1,968万8,000円などが追加

補正の主なもので、このほか、事業が確定したことによる国、県支出金等や基金繰入金などを減

額し、歳入歳出の総額で減額補正となったものであります。 

 次に、議案第45号、平成19年度南部町学校給食センター特別会計補正予算（第３号）について

でありますが、給食管理費、給食材料費などを200万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を２

億2,137万2,000円とするものであります。 

 次に、議案第46号、平成19年度南部町農林漁業体験実習館事業特別会計補正予算（第３号）に

ついてでありますが、使用料と売上収入300万円を減じて、一般会計からの繰入金300万円を追加

したもので、歳入歳出予算の総額は変わらないものであります。 

 次に、議案第47号、平成19年度南部町ボートピア交付金事業特別会計補正予算（第１号）につ

いてでありますが、環境整備協力費、町づくり助成金などを減額し、歳入歳出予算の総額を646万

5,000円とするものであります。 

 次に、議案第48号、平成19年度南部町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）についてであ

りますが、歳入歳出それぞれ206万円を追加し、歳入歳出予算の総額を29億6,744万円とするもの

です。歳出の補正の主なものは、一般及び退職被保険者等療養給付費に1,564万2,000円、高額療

養費に861万9,000円、葬祭費に130万円、前年度の医療費確定による給付費負担金の返還金に1,595 

万5,000円追加したほか、老人医療費の確定により老人保健医療費拠出金を4,086万円減額し、こ

れに充てる歳入は財政調整交付金、療養給付費交付金などを追加し、基金繰入金を減額したもの

であります。 

 次に、議案第49号、平成19年度南部町老人保健特別会計補正予算（第１号）から議案第54号、




